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◎群馬県告示第３８号  

  森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２９条の規定により、農林水産大臣から次のとおり保安林に指定する予 

定である旨の通知があった。  

    令和８年２月１７日  

                                                                        群馬県知事  山  本  一  太      

１  保安林予定森林の所在場所  桐生市黒保根町上田沢字西釜柿甲２１２６、乙２１２６、字吉野入１６８８、１ 

６８９、字吉野入向１７００の１から１７００の３まで、甲１７０１、乙１７０１ 

２  指定の目的  土砂の流出の防備 

３  指定施業要件 

(1) 立木の伐採の方法 

    ア  次の森林については、主伐は、択伐による。 

        桐生市黒保根町上田沢字西釜柿甲２１２６、乙２１２６、字吉野入１６８８・１６８９（以上２筆につい 

て次の図に示す部分に限る。）、字吉野入向甲１７０１（次の図に示す部分に限る。） 

    イ  その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。 

    ウ  主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定め 

る標準伐期齢以上のものとする。 

    エ  間伐に係る森林は、次のとおりとする。 

(2) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種  次のとおりとする。 

  「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び桐 

生市役所に備え置いて縦覧に供する。 

 

 

 

◎群馬県告示第３９号 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第５７号）第３条第１項の規定により、次の区 

域を急傾斜地崩壊危険区域に指定した。 

    令和８年２月１７日 

                                                                        群馬県知事  山  本  一  太     

相俣３地区急傾斜地崩壊危険区域  

  群馬県利根郡みなかみ町相俣字大洞及び字休石の区域内の土地のうち、次の１点から１１点までを順次結んだ線 

及び１点と１１点を結んだ線に囲まれた土地の区域 

１点 北緯３６度４３分２８秒８０３４ 

東経１３８度５３分４３秒６１７６ 

２点 北緯３６度４３分２６秒４２４７ 

東経１３８度５３分４３秒４１７９ 

３点 北緯３６度４３分２３秒９３５４ 

東経１３８度５３分４３秒１３５９ 

４点 北緯３６度４３分２３秒０４６７ 

■ 告  示 
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東経１３８度５３分４２秒６９１０ 

５点 北緯３６度４３分２２秒９７２８ 

東経１３８度５３分４２秒３９３１ 

６点 北緯３６度４３分２３秒３７１９ 

東経１３８度５３分４１秒６０７６ 

７点 北緯３６度４３分２５秒２５１６ 

東経１３８度５３分４０秒６８３６ 

８点 北緯３６度４３分２６秒２７３０ 

東経１３８度５３分３９秒６５６３ 

９点 北緯３６度４３分２７秒３０８６ 

東経１３８度５３分３９秒１２７６ 

１０点  北緯３６度４３分２７秒９６３４ 

東経１３８度５３分３８秒９１９３ 

１１点  北緯３６度４３分２８秒７７１９ 

東経１３８度５３分４２秒６７９１ 

  この関係書類は、群馬県県土整備部砂防課及び群馬県沼田土木事務所において縦覧に供する。 
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馬
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公
立
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校
職
員
の
給
与
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支
給
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す
る
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馬
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立
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与
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〇
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公
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職
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○病院管理規程正誤 

 平成１５年３月３１日群馬県病院管理規程第１６号（群馬県行政手続条例施行規程） 
 

 
  
 

発行番号 ページ 欄 行 誤 正   
 
 号外第７号 １９１ 上欄 ２４   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  毎週火、金曜日発行 

                発 行   群 馬 県 

   群馬県前橋市大手町一丁目１番１号 

   電話 027-223-1111 
 

■ 正  誤 

群 馬 県 病 院 事 業 規 程 第 十 六

号 

群 馬 県 病 院 管 理 規 程 第 十 六

号 


